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Ｄ
Ｖ
に
悩
ん
で
い
る
方
は�

�

ご
相
談
く
だ
さ
い

　

11
月
12
日
〜
25
日
は「
女
性
に
対
す
る
暴
力
を
な
く

す
運
動
」の
実
施
期
間
で
す
。�

�

　

配
偶
者
や
恋
人
な
ど
、
親
密
な
関
係
に
あ
る（
あ
っ

た
）人
か
ら
受
け
る
暴
力
を
Ｄ
Ｖ（
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ

イ
オ
レ
ン
ス
）と
い
い
ま
す
。�

�

　
Ｄ
Ｖ
に
悩
ん
で
い
る
方
は
た
め
ら
わ
ず
ご
相
談
く
だ

さ
い
。
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。�

＊
男
女
の
悩
み
ご
と
相
談
窓
口

（
水
口
庁
舎
３
階 

人
権
推
進
課
内
） 

 
 

TEL

６
９-

２
１
４
９ 

 

月
・
水
・
金（
祝
日
を
除
く
）9
時
～
16
時 

 

電
話
・
面
談（
要
予
約
）

＊
家
庭
児
童
相
談
室

（
水
口
庁
舎
２
階 

子
育
て
政
策
課
内
） 

 
 

TEL

６
９-

２
１
７
７ 

 

月
～
金（
祝
日
を
除
く
）8
時
30
分
～
17
時
15
分

　
　
　

 

人
権
推
進
課 

人
権
政
策
係 

 

　
　
　

 

TEL

６
９-

２
１
４
８　
FAX

６
３-

４
５
５
４ 

　
　
　

 

子
育
て
政
策
課 

家
庭
児
童
相
談
室 

 

　
　
　

 

TEL

６
９-

２
１
７
７　
FAX

６
９-

２
２
９
８ 

全
国一斉「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」強
化
週
間

（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）０
５
７
０-

０
７
０-

８
１
０

  

期
間  

11
月
13
日（
月
）～
19
日（
日
）

  

時
間   

月
～
金 

８
時
30
分
～
19
時

土
・
日
10
時
～
17
時

　
　
　

 

大
津
地
方
法
務
局 

人
権
擁
護
課 

 

　
　
　

 

TEL

０
７
７-

５
２
２-

４
６
７
３

問合せ
問合せ

「
い
ち
は
や
く
知
ら
せ
る
勇
気
つ
な
ぐ
声
」

 

（
平
成
29
年
度「
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
」標
語
）

■
子
ど
も
へ
の
虐
待
と
は

　

親
ま
た
は
親
に
代
わ
る
も
の
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
の
心
身
の

成
長
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
行
為
で
す
。「
し
つ
け
の
つ
も
り
」で

あ
っ
て
も
、
子
ど
も
の
成
長
に
有
害
で
あ
れ
ば
虐
待
で
す
。

■
親
子
を
守
る
た
め
に

　

虐
待
を
し
て
い
る
側
に
そ
の
意
識
が
な
い
場
合
も
多
く
あ

り
ま
す
。
早
期
に
周
囲
の
皆
さ
ん
が
気
づ
い
て
あ
げ
る
こ
と
で
、

虐
待
を
し
て
し
ま
っ
て
い
る
親
を
助
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
虐
待
か
も
と
思
っ
た
ら
す
ぐ
に
ご
連
絡
を
く
だ
さ
い
。

　

虐
待
を
受
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
子
ど
も
を
見
つ
け
た
ら
、

家
庭
児
童
相
談
室
ま
た
は
中
央
子
ど
も
家
庭
相
談
セ
ン
タ
ー

へ
連
絡（
相
談
）し
て
く
だ
さ
い
。 

 

　

な
お
、
連
絡
は
匿
名
で
行
う
こ
と
も
可
能
で
す
し
、
連
絡

し
て
い
た
だ
い
た
方
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
厳
重
に
守
ら
れ
、
確

認
の
結
果
、
虐
待
の
事
実
が
な
く
て
も
責
め
ら
れ
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　
　
　

 

●
子
育
て
政
策
課 

家
庭
児
童
相
談
室 

 

　
　
　

 　
TEL

６
９-

２
１
７
７　
FAX

６
９-

２
２
９
８ 

　
　
　

 

●
中
央
子
ど
も
家
庭
相
談
セ
ン
タ
ー 

 

　
　
　

 　
TEL

０
７
７-

５
６
２-

１
１
２
１ 

 

　
　
　

 　
FAX

０
７
７-

５
６
５-

７
２
３
５ 

　
　
　

 

●
24
時
間
対
応
子
ど
も
を
守
る
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン 

 

　
　
　

 　
TEL

０
７
７-

５
６
２-

８
９
９
６ 

　
　
　

 

●
児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル 

 

　
　
　

 　
TEL

１
８
９（
い
ち
は
や
く
） 

連絡
（相談）
先

児
童
虐
待
防
止
キ
ャ
ラ
バ
ン
隊
に
よ
る

メ
ッ
セ
ー
ジ
伝
達
式

　

子
ど
も
を
虐
待
か
ら
守
る
オ
レ
ン
ジ
リ
ボ
ン
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
の
一
環
と
し
て
、
児
童
虐
待
防
止
キ
ャ
ラ
バ
ン

隊
の
皆
さ
ん
が
10
月
17
日
、
市
役
所
水
口
庁
舎
に
来

庁
さ
れ
ま
し
た
。 

 

　

伝
達
式
で
は
、
子
ど
も
を
虐
待
か
ら
守
る
オ
レ
ン
ジ

リ
ボ
ン
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

問合せ
生活環境課 防犯交通対策係
TEL 69-2143　 FAX 63-4582

問合せ
甲賀広域行政組合消防本部 予防課
TEL 63-7932　 FAX 63-7940
組合ホームページ：http://www.koka-koiki.jp

１１月９日（木）～１５日（水）
平成２９年秋の火災予防運動を実施します

『火の用心 ことばを形に 習慣に』～全国統一防火標語～
■住宅防火対策■

　毎年火災で多くの方が命を落としています（平成28年中885人）。
・寝たばこ禁止。灰皿には水を入れ、吸い殻はこまめに捨てる。
・ストーブやコンロから離れるときは、必ず火を消す。
・古いガスホースは使用しない。
・コンセントはタコ足配線禁止。プラグ付近のほこりは清掃する。

■住宅用防災機器■
　消火器や自動消火装置・安全装置付きの暖房・調理器具など
を備え、カーテン、じゅうたん、寝具などは燃えにくい素材にしま
しょう。地震には、感

か ん

震
し ん

ブレーカーも効果的です。

■住宅用火災警報器を正しく設置■
　火災警報器は、火災予防条例で定められた場所（寝室や階段）
に設置が必要です。年に２回は動作確認を行い、10年を目安に取
り替えましょう。

飲酒運転の根絶
　これからの時期、忘年会などでお酒を飲む機会が多

くなるため、飲酒運転による重大事故が増えるおそれ

があります。

　すべての人が「飲酒運転は犯罪である」という意識を

持って、飲酒運転を追放しましょう。

　また、お酒を飲ませた人や車を貸した人も責任を問

われます。飲酒した人には、「車を貸さない」「運転を

させない」「送迎を頼ま

ない」ようにし、飲酒運

転による悲しい事故を

なくしましょう。

市内における交通（人身）事故発生状況
本年 前年 増減数 ９月中

発生件数 184 件 204 件 ー20 件 11 件

死者数 3人 7人 ー4人 0人

負傷者数 222 人 239 人 ー17 人 13 人

（平成29年９月末現在）

火災 救急 救助 その他
甲賀市 37件 2738 件 54 件 176 件
前年比 ー15 件 161 件 3件 17件

（平成29年９月末現在）

甲賀消防管内における各種災害の発生件数

最近はテレビだけでなくスマートフォンも普及し、忙
しい毎日の中で、「静かでいてくれるなら…」｢ひとり
で子どもが退屈するくらいなら…｣とメディアに頼ると
きもあるでしょう。上手にメディアを利用できるとよい
のですが、時間や場所を決めずテレビやスマートフォ
ンにのめり込むと、人や自然とふれあう体験が不足し、
子どもの健全な心の成長に影響するといわれています。

ご家庭で親子のふれあいや会話が減ってきていると
感じることはありませんか？

お子さんと一緒に散歩をしたり、絵本を読んだりす
るなど…親子で一緒に共感し合うひとときは、子ども
の感性や心を豊かにする貴重な時間になります。子
どもとふれあって過ごせる期間は意外と短いものです。
お子さんと過ごす時間を十分に楽しんでください。

乳幼児おはなし広場 （11月）
●土山図書館
　9日(木) �10時30分～ 11時
●水口図書館
　28日(火) �10時30分～ 10時50分� �

11時～ 11時20分
※水口のみ同じ内容で２回開催

市では、主に０歳～２歳児を対象に、図書館で絵本
や手遊びを楽しむ機会を設けています。予約はいりま
せんので、ぜひ、お立ち寄りください。

参考：文部科学省発行　家庭教育手帳　乳幼児編

「親子のひとときを大切に」

58回

保育幼稚園課　指導振興係
TEL 69-2181 FAX 69-2298

問合せ

ス
ト
ッ
プ
！
児
童
虐
待
～
11
月
は
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
～▲�市役所前で行われた児童虐待防止キャラバン隊による� �
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